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す
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則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
二
号

山
口
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
農
林
水
産
部
の
部
農
林
水
産
政
策
課
の
項
中
「
企
画
調
整
班
」
を
「
企
画
調
整

班

農
林
水
産
政
策
班
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
学
事
文
書
課
の
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

公
益
信
託
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条
第
一
項
の
表
環
境
生
活
部
の
部
人
権
対
策
室
の
項
第
三
号
中
「
同
和
対
策
」
を
「
部
落
差
別

（
同
和
問
題
）
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
納
税
課
の
項
第
四
号
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
七
百
三
十
九
条

の
五
第
一
項
」
に
改
め
、
「
市
町
民
税
」
の
下
に
「
及
び
森
林
環
境
税
」
を
加
え
、
同
表
自
動
車
税
課

の
項
第
一
号
中
「
及
び
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
県
税
等
」
を
「
県

税
」
に
改
め
る
。

第
二
百
五
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
分
課
）

第
二
百
五
十
四
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
港
湾
管
理
事
務
所
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

課
を
置
き
、
こ
れ
ら
の
課
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
班
を
置
く
。

港
湾
管
理
事
務
所

課

班

山
口
県
岩
国
港
湾
管

理
事
務
所

山
口
県
周
南
港
湾
管

理
事
務
所

総

務

課

施

設

課

山
口
県
宇
部
港
湾
管

理
事
務
所

総

務

課

施

設

課

施
設
整
備
班

空
港
整
備
班

第
二
百
五
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

⚒

山
口
県
宇
部
港
湾
管
理
事
務
所
の
施
設
課
は
、
前
項
に
規
定
す
る
分
掌
事
務
の
ほ
か
、
山
口
宇
部

空
港
の
滑
走
路
等
に
関
す
る
工
事
の
調
査
、
設
計
及
び
施
行
に
関
す
る
事
務
を
分
掌
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
第
一
項
の
表
環
境
生
活
部

の
部
人
権
対
策
室
の
項
第
三
号
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
納
税
課
の
項
第
四
号
の
改
正
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
規
則
第
十
三
号

山
口
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
規
則
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
八
条
第
二
号
イ
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
三
十
二
条
第
一
項
」

を
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
第
三
項
第
一
号
⑾
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
」

に
改
め
、
同
号
⑿
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号

⒀
中
「
第
四
十
四
条
の
二
第
四
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
⒁
中
「
第
四
十

四
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
三
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
⚧
中
「
第
四
十
七
条
の
四
第
一

項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⚨
中
「
第
四
十
七
条
の
四
第
二
項
」
を
「
第

四
十
七
条
の
十
四
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⚩
中
「
第
四
十
七
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の

十
五
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
⚪
中
「
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
四
十
七
条
の
十
五
第
二

項
」
に
改
め
、
同
号
⚯
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
十
七
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
⚰
中
「
第
四
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
の
三
十
八
第
二
項
」
に
改

め
、
同
号
⛆
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
⛇
中
「
第
三
条
第
三
項
」

を
「
第
六
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
十
四
条
第
三
項
第
一
号
の
改

正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

地
方
税
共
同
機
構

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
中
第
二
号
を
削

り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
す
る
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
一
の
ヘ

医
療
職
給
料
表
㈡
等
級
別
資
格
基
準
表
中

栄
養

士

を
」

「

栄
養

士
管
理
栄
養
士

に
改
め
、
同
表
の
備
考
⚒
中
「栄

養
士

」
を
「栄

養
士
、
管
理
栄
養
士

」

」

に
改
め
る
。

「

別
表
第
五
の
ヘ

医
療
職
給
料
表
㈡
初
任
給
基
準
表
中

栄
養

士

を
」

「

栄
養

士
管
理
栄
養
士

に
改
め
る
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

山 口 県 報令和８年３月31日 火曜日 （号 外−22）



等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

等
級
別
基
準
職
務
表
に
掲
げ
る
職
務
と
同
程
度
の
職
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
山
口
県
人

事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
ロ

公
安
職
給
料
表
等
級
別
職
務
区
分
表
四
級
の
項
中
「
警
察
署
課
長
の
職
務
」
を
「
教
官

警
察

の
職
務

署
課
長
の
職
務
」
に
改
め
、
「
検
問
所
長
の
職
務

検
問
所
長
代
理
の
職
務
」
を
削
り
、
同
表
五
級
の
項
中
「
地
域
指
導
官

の
職
務
」
を
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
分
析
官
の
職
務

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
官
の
職
務

地
域
指
導
官
の
職
務

」
に
、
「
警
察
署
次
長
の
職
務
」
を
「
教
官

警
察

の
職
務

署
次
長
の
職
務
」
に
改
め
、
同
表
七
級
の
項
中
「
犯
罪
捜
査
支
援
室
長
の
職
務
」
を
削
り
、
「
地
域
指

導
官
の
職
務
」
を
「
サ
イ
バ
ー
犯
罪
分
析
官
の
職
務

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
官
の
職
務

地
域
指
導
官
の
職
務

」
に
、
「
情
報
管
理
官
の
職
務
」
を

「
情
報
管
理
官
の
職
務

匿
名
・
流
動
型
犯
罪
対
策
官
の
職
務
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
栄
養
士
」
の
下
に
「
又
は
管
理
栄
養
士
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

扶
養
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
以
上
」
の
下
に
「
（
十
八
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
年
額
百
五

十
万
円
程
度
以
上
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
山
口
県
人
事
委
員

会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
九
号
中
「
及
び
第
十
三
号
並
び
に
次
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
、
第
十
三

二
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号
、
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
次
項
第
三
号
イ
」
を
「
第
十
九
号

イ
」
に
改
め
、
同
項
第
十
六
号
中
「
次
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
」
を
「
次
項
第
三
号
か
ら
第
五
号
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

十
七

生
後
一
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
の
保
育
の
た
め
に
必

要
と
認
め
ら
れ
る
授
乳
等
を
行
う
場
合

一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
三
十
分
の
範
囲
内
で
必
要
と
認
め

ら
れ
る
期
間

十
八

九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者
の
子
を
含

む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
の
看
護
等

（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
の
世
話
、
疾
病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な

も
の
と
し
て
任
命
権
者
が
定
め
る
そ
の
子
の
世
話
若
し
く
は
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年

法
律
第
五
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
休
業
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

任
命
権
者
が
定
め
る
事
由
に
伴
う
そ
の
子
の
世
話
を
行
う
こ
と
又
は
そ
の
子
の
教
育
若
し
く
は
保

育
に
係
る
行
事
の
う
ち
任
命
権
者
が
定
め
る
も
の
へ
の
参
加
を
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
た
め
勤

務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
そ
の
養
育
す

る
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
数
が
同
一
で
な
い
会
計
年
度

任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
五
（
そ
の
養
育
す

る
九
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
が
二
人
以
上
の
場
合
に

あ
っ
て
は
、
十
）
を
乗
じ
て
得
た
時
間
以
内
の
期
間
）

十
九

次
に
掲
げ
る
者
（
ハ
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
会
計
年
度
任
用
職
員
と
同
居
し
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
二
週
間
以
上
の
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営

む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
以
下
「
要
介
護
者
」
と
い
う
。
）
の
介
護
、
要
介
護
者
の
通
院
等
の

付
添
い
、
要
介
護
者
が
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
の
代
行
そ
の
他
の

要
介
護
者
の
必
要
な
世
話
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当
該
世
話
を
行
う
た
め
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
の
年
度
に
お
い
て
五
日
（
要
介
護
者
が
二
人
以
上

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
日
）
の
範
囲
内
の
期
間
（
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
数
が
同
一
で
な
い

会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
、
一
の
年
度
に
お
い
て
一
日
当
た
り
の
勤
務
時
間
数
に
五
（
要

介
護
者
が
二
人
以
上
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
）
を
乗
じ
て
得
た
時
間
以
内
の
期
間
）

イ

配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
父
母
、
子
及
び
配
偶
者
の
父
母

ロ

祖
父
母
、
孫
及
び
兄
弟
姉
妹

ハ

父
母
の
配
偶
者
、
配
偶
者
の
父
母
の
配
偶
者
、
子
の
配
偶
者
及
び
配
偶
者
の
子

二
十

会
計
年
度
任
用
職
員
が
骨
髄
移
植
の
た
め
の
骨
髄
若
し
く
は
末
梢し

ょ
う血

幹
細
胞
移
植
の
た
め
の

末
梢
血
幹
細
胞
の
提
供
希
望
者
と
し
て
そ
の
登
録
を
実
施
す
る
者
に
対
し
て
登
録
の
申
出
を
行

い
、
又
は
配
偶
者
、
父
母
、
子
及
び
兄
弟
姉
妹
以
外
の
者
に
、
骨
髄
移
植
の
た
め
骨
髄
若
し
く
は

末
梢
血
幹
細
胞
移
植
の
た
め
末
梢
血
幹
細
胞
を
提
供
す
る
場
合
で
、
当
該
申
出
又
は
提
供
に
伴
い

必
要
な
検
査
、
入
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き

必
要

と
認
め
ら
れ
る
期
間

第
十
二
条
第
二
項
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
削
り
、
第
四
号
を
第
一
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第

七
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
第
八
号
中
「
又
は
疾
病
」
を
「
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職

員
に
あ
っ
て
は
同
法
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
い
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
適
用
を
受
け
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
同
法

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
い
、
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公

務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
山
口
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
適
用
を
受
け
る
会
計

年
度
任
用
職
員
に
あ
っ
て
は
同
条
例
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く

は
疾
病
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
第
四

号
」
を
「
前
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
二
項
第
四
号
ロ
」
を
「
第
二
項
第
一
号
ロ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

山
口
県
人
事
委
員
会

山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
口
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
公
安
職
給
料
表
の
項
中
「
警
察
署
課
長
」
を
「
教
官

警
察
署
課
長
」
に
、
「
地
域
指
導
官
」
を
「
ササ地

イ
バ
ー
犯
罪
分
析
官

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
専
門
官

域
指
導
官

」
に
改
め
、
「
犯
罪
捜
査
支
援
室
長
」
を
削
る
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


